
○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
八
号 

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
号
）
及
び
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
う
ち
、
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
が
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
の
専
攻
科
又
は
大

学
院
へ
の
入
学
に
関
し
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
基
準
（
平
成
十

七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
八
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
八
日 

文
部
科
学
大
臣 

松
本 

洋
平 

 
 

専
修
学
校
の
専
門
課
程
又
は
専
攻
科
の
う
ち
、
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
が
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
の 

専
攻
科
又
は
大
学
院
へ
の
入
学
に
関
し
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

に
係
る
基
準 

第
一
条 

専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
う
ち
、
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
が
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
の
専
攻
科
又

は
大
学
院
へ
の
入
学
に
関
し
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
基
準

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。 

一 

修
業
年
限
が
四
年
以
上
で
あ
る
こ
と
。 



二 

全
課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
単
位
数
が
百
二
十
四
単
位
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 
体
系
的
に
教
育
課
程
が
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
評
価
（
次
条
第 

四
号
に
お
い
て
「
第
三
者
評
価
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。 

第
二
条 

専
修
学
校
の
専
攻
科
の
う
ち
、
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
が
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
の
専
攻
科
又
は

大
学
院
へ
の
入
学
に
関
し
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
基
準
は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
専
修
学
校
の
専
攻
科
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
特
定
専 

門
課
程
（
学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
専
門
課
程
を
い
い
、
当
該
専
攻
科
を
置
く 

専
修
学
校
の
特
定
専
門
課
程
に
限
る
。
）
に
お
け
る
教
育
と
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
し
て
い
る 

こ
と
。 

イ 

保
健
師
又
は
助
産
師
の
養
成
を
行
う
専
攻
科 
看
護
師
の
養
成
を
行
う
特
定
専
門
課
程 

ロ 

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
一
級
大
型 

自
動
車
整
備
士
、
一
級
小
型
自
動
車
整
備
士
又
は
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
養
成
を
行
う
専
攻
科 

同
条
に 

規
定
す
る
二
級
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
整
備
士
、
二
級
ジ
ー
ゼ
ル
自
動
車
整
備
士
又
は
二
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の 

養
成
を
行
う
特
定
専
門
課
程 



ハ 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年 

文
部
省
・
厚
生
省
令
第
二
号
）
別
表
第
二
専
門
基
礎
分
野
の
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し 

た
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
は
り
き
ゅ
う
教
員
養
成
機
関
に
係
る
専
攻
科 

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は 

り
師
又
は
き
ゅ
う
師
の
養
成
を
行
う
特
定
専
門
課
程 

二 

当
該
専
攻
科
の
修
業
年
限
の
年
数
と
当
該
特
定
専
門
課
程
の
修
業
年
限
の
年
数
と
を
合
算
し
た
年
数
が
四
年
以 

上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

当
該
専
攻
科
の
単
位
数
と
当
該
特
定
専
門
課
程
の
単
位
数
と
を
合
算
し
た
単
位
数
が
百
二
十
四
単
位
以
上
で
あ 

る
こ
と
。 

四 

第
三
者
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
入
学
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


